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先
回
取
り
上
げ
た
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
理
解
増
進
法
」
に
つ
い
て
、
国

会
で
新
た
な
動
き
が
あ
っ
た
。
二
〇
二
三
年
六
月
二
三
日
、「
性

的
指
向
及
び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
多
様
性
に
関

す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
に
関
す
る
法
律
」（
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
理
解
増

進
法
）
が
施
行
さ
れ
た
。
同
法
は
、
そ
の
目
的
を
、「
性
的
指
向

及
び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
多
様
性
に
関
す
る
国

民
の
理
解
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
現
状
に
鑑
み
、
性
的
指
向
及

び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
多
様
性
に
関
す
る
国
民

の
理
解
の
増
進
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定

め
、
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
役
割
等
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
基
本
計
画
の
策
定
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
定
め
る

こ
と
に
よ
り
、
性
的
指
向
及
び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
多
様
性
を
受
け
入
れ
る
精
神
を
涵
養
し
、
も
っ
て
性
的
指
向
及

び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
多
様
性
に
寛
容
な
社
会

の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」（
第
一
条
）
と
規
定
す

る
。し

か
し
、
同
法
の
成
立
に
際
し
て
は
、
各
党
で
意
見
が
対
立
し

た
。
立
憲
・
共
産
・
社
民
案
（
超
党
派
議
連
案
）
は
、「
性
的
指

向
及
び
性
自
認
を
理
由
と
す
る
差
別
は
許
さ
れ
な
い
」
と
規
定

し
、
こ
の
法
律
案
に
お
い
て
「
性
自
認
」
と
は
自
己
の
属
す
る
性

別
に
つ
い
て
の
認
識
に
関
す
る
意
識
を
い
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
自
民
・
公
明
案
は
、「
差
別
は
許
さ
れ
な
い
」
を
「
不
当

な
差
別
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
に
修
正
し
、
ま
た
「
性
自
認
」

を
「
性
同
一
性
」
に
修
正
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
自
民
党
の
一
部

に
、「
自
認
の
性
で
権
利
を
認
め
れ
ば
、
ト
イ
レ
や
風
呂
で
不
安

を
感
じ
る
人
が
出
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
い
っ
た
性
自
認
の
使
用

に
反
対
す
る
意
見
が
出
て
、「
性
自
認
」
か
「
性
同
一
性
」
か
で

与
野
党
の
意
見
が
対
立
し
た
。

こ
の
対
立
に
対
し
て
、
妥
協
案
を
出
し
た
の
が
、
維
新
・
国
民

民
主
案
で
、「
不
当
な
差
別
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
は
自
民
・

公
明
案
と
同
じ
だ
が
、「
性
自
認
」
と
「
性
同
一
性
」
の
い
ず
れ

に
も
訳
せ
る
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
に
置
き
換
え

る
修
正
案
を
出
し
、採
用
さ
れ
た
。「
こ
の
法
律
に
お
い
て
、『
ジ
ェ

ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
と
は
、
自
己
の
属
す
る
性
別
に
つ

新
・
世
界
の
人
権
は
い
ま

―
普
遍
的
定
期
審
査
の
現
場
か
ら
―
（
そ
の
五
）

研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長
・
所
長
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い
て
の
認
識
に
関
す
る
そ
の
同
一
性
の
有
無
又
は
程
度
に
係
る

意
識
を
い
う
」（
第
二
条
第
二
項
）
と
定
義
さ
れ
た
。

ま
た
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
維
新
・
国
民
民
主
党
案
で
は
、
先

の
自
民
党
の
一
部
の
懸
念
を
踏
ま
え
て
、「
こ
の
法
律
に
定
め
る

措
置
の
実
施
等
に
当
た
っ
て
は
、
性
的
指
向
又
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の
国
民
が
安
心
し
て
生

活
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
よ
う
、
留
意
す
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
政
府
は
、
そ
の
運
用
に
必
要
な
指
針

を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
」（
第
一
二
条
）
と
の
留
意
事
項
が
新

設
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
理
解
増
進
を
求

め
る
法
律
に
、
性
的
多
数
派
で
あ
る
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
へ
の
配
慮

を
求
め
る
本
条
項
に
は
、
か
え
っ
て
理
解
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な

ら
な
い
か
と
の
懸
念
が
当
事
者
団
体
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
毎
日
新
聞
の
二
〇
二
三
年
二
月
の
世
論
調
査
で
は
、
性

的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
権
が
守
ら
れ
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
人

は
、
六
五
％
を
占
め
て
い
た
。
生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
て
い
る
性
的

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
々
に
保
障
す
べ
き
は
「
人
権
」
で
あ
る
。
Ｌ

Ｇ
Ｂ
Ｔ
理
解
増
進
法
が
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
々
の
個
人
と

し
て
の
尊
厳
・
権
利
を
認
め
る
役
割
に
資
す
る
よ
う
に
、
同
法
に

基
づ
く
基
本
計
画
を
策
定
し
（
第
八
条
）、
三
年
ご
と
の
見
直
し

の
機
会
を
活
か
し
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
理
解
増
進
法
の
内
容
を
基
本
理
念

に
沿
っ
て
豊
か
に
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
。

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
理
解
に
関
し
て
は
、
世
代
間
格
差
が
大
き
い
こ
と

が
特
徴
で
あ
る
。
広
島
修
道
大
学
の
河
口
和
也
教
授
ら
の
全
国
調

査
の
結
果
（
二
〇
一
九
年
）（
回
答
者
数
：
二
六
三
二
人
）
に
よ

れ
ば
、
近
所
の
人
が
同
性
愛
者
で
あ
っ
た
場
合
、「
嫌
で
は
な
い
」

「
ど
ち
ら
と
言
え
ば
嫌
で
は
な
い
」
の
合
計
六
九
・
六
％

（
二
〇
一
五
年
調
査
の
一
三
・
九
ポ
イ
ン
ト
増
）
で
、「
嫌
だ
」「
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
嫌
だ
」
の
合
計
二
七
・
六
％
（
二
〇
一
五
年
調

査
の
一
一
・
八
％
減
）
と
な
っ
て
い
る
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
四
〇

代
以
下
は
約
一
割
な
の
に
対
し
、
五
〇
代
が
約
二
割
、
六
〇
代
が

約
四
割
、
七
〇
代
が
約
五
割
と
、
年
齢
が
高
く
に
な
る
に
つ
れ
、

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
対
す
る
忌
避
感
が
強
い
こ
と
が
わ
か
る
。

日
本
国
憲
法
第
一
三
条
は
、「
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て

尊
重
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
。
憲
法
上
、
す
べ
て
の
人
は
、
か
け

が
え
な
い
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
等
し
く
扱
わ
れ
る
。
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
で
は
な
く
、
平
等
に
個
人
と
し
て

人
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
人
権
は
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
理
解
を

待
つ
ま
で
も
な
く
成
立
し
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
言
い
換
え
る

と
、
性
的
少
数
者
と
い
う
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
は
、
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
の
多
数
の
理
解
に
よ
っ
て
成
立
し
た
り
、
成
立
し
な
か
っ
た

り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
肝
に
銘
ず
る
必
要
が
あ

る
。




